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群
馬
県
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
三
十
八
号 

 
 
 

群
馬
県
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
医
療
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
三
条
中
「
及
び
助
産
所
台
帳
（
別
記
様
式
第
二
号
）
」
を
「
、
助
産
所
台
帳
（
別
記
様
式
第
二

号
）
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
台
帳
（
別
記
様
式
第
二
号
の
二
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
の
表
中 

「 

            

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

     
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

            
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

を 「 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

             

■ 

規 
 

則 

法
第
九
条
第
二
項 

法
第
八
条
の
二
第
二

項 法
第
八
条
の
二
第
二

項
及
び
第
九
条
第
一

項 政
令
第
四
条
及
び
第

四
条
の
二
第
二
項 

省
令
第
一
条
の
十
四

第
四
項
及
び
第
二
条

第
三
項 

（
病
院
・
診
療
所
・
助
産
所
）
開
設
者
死
亡
（
失

そ
う
）
届 

（
病
院
・
診
療
所
・
助
産
所
）
再
開
届 

（
病
院
・
診
療
所
・
助
産
所
）
休
（
廃
）
止
届 

（
病
院
・
診
療
所
・
助
産
所
）
開
設
届
出
事
項
等

一
部
変
更
届 

別
記
様
式
第

十
四
号 

別
記
様
式
第

十
三
号 

別
記
様
式
第

十
二
号 

別
記
様
式
第

十
一
号 

 

 
  

  

 
年
 
月
 
日
 

 
年
 
月
 
日

 

 
  

  

  

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

 

オ
ン

ラ
イ

ン
診

療
の

実
施

 

 

実
施
す
る
・
実
施
し
な
い
 

 
 

 
年

 
月
 
日

 

 
  

  

  

㎡
 

㎡
 

㎡
 

㎡
 

 

法
第
九
条
第
二
項 

法
第
九
条
第
二
項 

法
第
八
条
の
二
第
二

項 法
第
八
条
の
二
第
二

項 法
第
八
条
の
二
第
二

項
及
び
第
九
条
第
一

項 法
第
八
条
の
二
第
二

項
及
び
第
九
条
第
一

項 政
令
第
四
条
第
四
項 

政
令
第
四
条
及
び
第

四
条
の
二
第
二
項 

省
令
第
一
条
の
十
四

第
四
項
及
び
第
二
条

第
三
項 

法
第
八
条
第
二
項 

省
令
第
五
条
の
二 

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
設
置
者
死
亡
（
失

踪
）
届 

（
病
院
・
診
療
所
・
助
産
所
）
開
設
者
死
亡
（
失

踪
）
届 

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
再
開
届 

（
病
院
・
診
療
所
・
助
産
所
）
再
開
届 

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
休
（
廃
）
止
届 

（
病
院
・
診
療
所
・
助
産
所
）
休
（
廃
）
止
届 

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
設
置
届
出
事
項
一
部

変
更
届 

（
病
院
・
診
療
所
・
助
産
所
）
開
設
届
出
事
項
等

一
部
変
更
届 

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
設
置
届 

別
記
様
式
第

十
四
号
の
二 

別
記
様
式
第

十
四
号 

別
記
様
式
第

十
三
号
の
二 

別
記
様
式
第

十
三
号 

別
記
様
式
第

十
二
号
の
二 

別
記
様
式
第

十
二
号 

別
記
様
式
第

十
一
号
の
二 

別
記
様
式
第

十
一
号 

別
記
様
式
第

十
号
の
三 

 
を 

ま
た
は

 
又
は

 

法
第
九
条
第
二
項 

法
第
九
条
第
二
項 

法
第
八
条
の
二
第
二

項 法
第
八
条
の
二
第
二

項 法
第
八
条
の
二
第
二

項
及
び
第
九
条
第
一

項 法
第
八
条
の
二
第
二

項
及
び
第
九
条
第
一

項 政
令
第
四
条
第
四
項 

政
令
第
四
条
及
び
第

四
条
の
二
第
二
項 

省
令
第
一
条
の
十
四

第
四
項
及
び
第
二
条

第
三
項 

法
第
八
条
第
二
項 

省
令
第
五
条
の
二 

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
設
置
者
死
亡
（
失

踪
）
届 

（
病
院
・
診
療
所
・
助
産
所
）
開
設
者
死
亡
（
失

踪
）
届 

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
再
開
届 

（
病
院
・
診
療
所
・
助
産
所
）
再
開
届 

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
休
（
廃
）
止
届 

（
病
院
・
診
療
所
・
助
産
所
）
休
（
廃
）
止
届 

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
設
置
届
出
事
項
一
部

変
更
届 

（
病
院
・
診
療
所
・
助
産
所
）
開
設
届
出
事
項
等

一
部
変
更
届 

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
設
置
届 

別
記
様
式
第

十
四
号
の
二 

別
記
様
式
第

十
四
号 

別
記
様
式
第

十
三
号
の
二 

別
記
様
式
第

十
三
号 

別
記
様
式
第

十
二
号
の
二 

別
記
様
式
第

十
二
号 

別
記
様
式
第

十
一
号
の
二 

別
記
様
式
第

十
一
号 

別
記
様
式
第

十
号
の
三 

 

に 
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別
記
様
式
第
九
号
（
そ
の
１
）
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
２
）
中 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 
を 「 

 
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
３
）
中
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 
 

 

」
に
改

め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
号
（
そ
の
１
）
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
５
）
中 

「 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

を 「 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
６
）
中
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 
 

 

」
に
改

め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
号
の
二
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

                 

                     

備
考

 
 

 

１
１

 
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
実
施

 
 
（
 
実
施
す
る

 
・
 
実
施
し
な
い

 
）

 

備
考

 
 

 

１
１
 
添
付
書
類
一
覧

 
１
２
 
添
付
書
類
一
覧

 

１
５
 
添
付
書
類
一
覧

 
１
６
 
添
付
書
類
一
覧

 

あ
て

 
宛
て

 

備
考

 
 

 

１
５
 
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
実
施

 
 
（
 
実
施
す
る

 
・
 
実
施
し
な
い

 
）

 

備
考

 
 

 

あ
て

 
宛
て
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別記様式第１０号の３（規格Ａ４）（第４条関係） 

 

オンライン診療受診施設設置届 

 

年  月  日   

 

   群馬県知事 宛て 

 

設置者  住所 〒                 

     電話番号   

     氏名 

（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

 

  医療法第８条第２項の規定により、オンライン診療受診施設の設置を次のとおり届け出ます。 

 

名 称  

設 置 の 場 所 
〒 

電話（  ）  ―   番 

敷 地 の 面 積 及 び 平 面 図 （別紙の添付でも可） 

建 物 の 構 造 概 要 及 び 平 面 図 （別紙の添付でも可） 

（法人の場合） 
定 款 、 寄 附 行 為 又 は 条 例 

 

（法人の場合） 
管理・運営責任者の氏名・連絡先 

 
電話（  ）  ―   番 

設 置 年 月 日    年   月   日 

 

（備考） 

車両を届け出る場合、それぞれの欄には以下の内容を記載することとする。 

・「設置の場所」の欄については、当該車両が日常的に駐車している場所及び巡回予定地区を記載す 

ること。また、届出は巡回する地区を管轄する都道府県、保健所設置市又は特別区に提出すること。 

・「敷地の面積及び平面図」の欄については、記載が不要であること。 

・「建物の構造概要及び平面図」の欄については、当該車両の車種・車名・車両番号を記載すること。 
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別
記
様
式
第
十
一
号
（
そ
の
１
）
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

「 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 
を 「 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

に
、 

「 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

を 「 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

                        

                

□
助
産
所
に
係
る
嘱
託
医
師
の
住
所
若
し
く
は
氏
名
又
は
嘱
託
医
師
の
勤
務
す
る
病
院
若
し
く

は
診
療
所
の
所
在
地
若
し
く
は
名
称

 
□
そ
の
他
（

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）

 

□
助
産
所
に
係
る
嘱
託
医
師
の
住
所
若
し
く
は
氏
名
又
は
嘱
託
医
師
の
勤
務
す
る
病
院
若
し
く

は
診
療
所
の
所
在
地
若
し
く
は
名
称

 
□
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
実
施

 
□
そ
の
他
（

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
）

 

□
管
理
者
の
住
所
又
は
氏
名

 
□
嘱
託
医
療
機
関
の
所
在
地
又
は
名
称

 
□
助
産
所
に
係
る
嘱
託
医
師
の
住
所
若
し
く
は
氏
名
又
は
嘱
託
医
師
の
勤
務
す
る
病
院
若
し
く

は
診
療
所
の
所
在
地
若
し
く
は
名
称

 

□
管
理
者
の
住
所
又
は
氏
名

 
□
嘱
託
医
療
機
関
の
所
在
地
又
は
名
称

 
□
助
産
所
に
係
る
嘱
託
医
師
の
住
所
若
し
く
は
氏
名
又
は
嘱
託
医
師
の
勤
務
す
る
病
院
若
し
く

は
診
療
所
の
所
在
地
若
し
く
は
名
称

 
□
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
実
施

 

あ
て

 
宛
て

 



 令和８年３月３１日（火）          群 馬 県 報              第１０３８４号 

 

7 

別記様式第１１号の２（規格Ａ４）（第４条関係） 

 

オンライン診療受診施設設置届出事項一部変更届 

 

年  月  日   

   群馬県知事 宛て 

 

設置者  住所 〒                 

     電話番号   

     氏名 

（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

 

 医療法施行令第４条第４項の規定により、オンライン診療受診施設設置届出事項の一部変更に関して 

次のとおり届け出ます。 

 

名 称  

設 置 の 場 所 
〒 
 

電話（  ）  ―   番 

変 更 事 項 
 

※該当する事項の□を■で
示すこと。 

 
□施設の名称 
 
□敷地の面積及び平面図 
 
□建物の構造概要及び平面図 
 
□定款、寄附行為又は条例 
 
□その他（        ） 

変 更 理 由  

変 更 年 月 日    年   月   日 

変 更 前 後 の 状 況 

変更前 変更後 

  

 

留意事項 

 敷地、建物に係る変更の場合については、変更前の平面図（変更部分を朱書等により明示したもの） 

及び変更後の平面図（変更内容を明示したもの）並びに構造設備の概要を示した書面を添付すること。 
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別
記
様
式
第
十
二
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
次 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

                                

       

（
平
成
・
昭
和
）

 
 
 
年
 
 

 
月
 

 
 
日

 

 

 
 
 
年
 

 
 
月

 
 

 
日

 

 

あ
て

 
宛
て
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別記様式第１２号の２（規格Ａ４）（第４条関係） 

 

オンライン診療受診施設休（廃）止届 

 

年  月  日   

 

   群馬県知事 宛て 

 

設置者  住所 〒                 

     電話番号   

     氏名 

（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

 

 医療法第８条の２第２項（又は第９条第１項）の規定により、オンライン診療受診施設の休（廃）

止に関して、次のとおり届け出ます。 

 

名 称  

所 在 地 
 
 

電話（  ）   ―   番 

設 置 年 月 日    年   月   日 

休 （ 廃 ） 止 理 由  

休 （ 廃 ） 止 年 月 日    年   月   日 

休 止 予 定 期 間   年  月  日から  年  月  日まで 

 

注 届出内容が休止又は廃止のいずれかに係るものであるのか、明らかとなるよう、様式中の不要文字を削除す

ること。 

 

 



 令和８年３月３１日（火）             群 馬 県 報               第１０３８４号 

 

10 

別
記
様
式
第
十
三
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
次 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

                                

        

（
平
成
・
昭
和
）

 
 
 
年
 
 

 
月
 

 
 
日

 

 

 
 
 
年
 

 
 
月

 
 

 
日

 

 

あ
て

 
宛
て
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別記様式第１３号の２（規格Ａ４）（第４条関係） 

 

オンライン診療受診施設再開届 

 

                                        年  月  日   

 

   群馬県知事 宛て 

 

設置者  住所 〒                 

     電話番号   

     氏名 

（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

 

 医療法第８条の２第２項の規定により、オンライン診療受診施設の再開に関して、次のとおり届け 

出ます。 

 

名 称  

所 在 地 
 
 

電話（  ）  ―   番 

設 置 年 月 日    年   月   日 

休 止 年 月 日    年   月   日 

再 開 理 由  

再 開 年 月 日    年   月   日 
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別
記
様
式
第
十
四
号
中
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」
を 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」
に
、
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

「 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 
 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
次 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

                              

                                       

あ
て

 
宛
て

 

（
病
院
・
診
療
所
・
助
産
所
）
開
設
者
死
亡
（
失
そ
う
）
届

 

（
病
院
・
診
療
所
・
助
産
所
）
開
設
者
死
亡
（
失
踪
）
届

 

失
そ
う
宣
告

 
失
踪
宣
告

 

（
平
成
・
昭
和
）

 
 
 
年
 
 

 
月
 

 
 
日

 

 

 
 
 
年
 

 
 
月

 
 

 
日
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別記様式第１４号の２（規格Ａ４）（第４条関係） 

 

オンライン診療受診施設設置者死亡（失踪）届 

 

年  月  日   

 

   群馬県知事 宛て 

 

住 所 

届出者 氏 名 

開設者との続柄 

 

 医療法第９条第２項の規定により、オンライン診療受診施設の設置者の死亡（失踪宣告）に関して、

次のとおり届け出ます。 

 

名 称  

所 在 地 
 

電話（  ）  ―   番 

設 置 年 月 日    年   月   日 

設 置 者 の 氏 名  

死 亡 （ 死 亡 し た も の と み 
な さ れ た ） 年 月 日 

   年   月   日 

 

注 この届出は、戸籍法の規定による届出義務者が行うものであること。 
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別
記
様
式
第
十
五
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

に
、 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

「 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
」 

 

別
記
様
式
第
二
十
六
号
の
二
（
そ
の
１
）
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の 

４
）
中
「 

 
 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 
 

 
 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
柔
道
整
復
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
三
十
九
号 

 
 
 

群
馬
県
柔
道
整
復
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
柔
道
整
復
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
五
年
群
馬
県
規
則
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

三 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平 

成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド 

 

第
五
条
第
一
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
国
民
年
金
法
」
を
「
年
金
制
度
の
機
能
強
化

の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
号
）
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
六
号
か
ら
第
八
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
四
十
号 

 
 
 

群
馬
県
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

五
十
八
年
群
馬
県
規
則
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

三 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平 

成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド 

 

第
五
条
第
一
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
国
民
年
金
法
」
を
「
年
金
制
度
の
機
能
強
化

の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
号
）
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
六
号
か
ら
第
八
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                    

あ
て

 
宛
て

 

（
平
成
・
昭
和
）

 
 
 
年
 
 

 
月
 

 
 
日

 

 

 
 
 
年
 

 
 
月

 
 

 
日

 

 

登
録
年
月
日
：
（
平
成
・
昭
和
）
 年

 月
 日

；
登
録
番
号
：
 
 

 

登
録
年
月
日
：
 
 
 
 
 
 
 
年
 
月
 
日
；
登
録
番
号
：
 
 

 

あ
て

 
宛
て

 

第
２
条
第
１
７
項

 
第
２
条
第
１
８
項

 

年
 
月
 
日
；
登
録
番
号
：
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◎群馬県告示第９４号 

 環境基本法（平成５年法律第９１号）第１６条第２項の規定に基づき、公共用水域が該当する水質汚濁に係る環

境基準の水域類型を次のとおり指定する。 

  令和８年３月３１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太  

別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型（水質汚濁に係る環境基準について（昭和４６年環境庁

告示第５９号。以下「告示」という。）の別表２に掲げる類型をいう。）を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指

定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。 

別表 

 公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定 
 

水域 該当類型 達成期間 

八ッ場ダム貯水池 
（八ッ場あがつま湖）（全域） 

湖沼Ａ（水素イオン濃度については、当分の間適用しな
い。） 

イ 

湖沼Ⅱ（全窒素については、当分の間適用しない。） イ 

湖沼生物Ａ イ 

 
備考 

 １ 該当類型の欄中「湖沼Ａ」は告示別表２の１の(2)のアの表に掲げる類型を、「湖沼Ⅱ」は告示別表２の１

の(2)のイの表に掲げる類型を、「湖沼生物Ａ」は告示別表２の１の(2)のウの表に掲げる類型を示す。 

 ２ 達成期間の欄中「イ」は、「直ちに達成」を示す。 

 

 

 

◎群馬県告示第９５号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定により、特定有害物質によって汚染されてい

る区域を次のとおり指定する。 

  令和８年３月３１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 指定する区域 富岡市富岡字蛾成地１７２２番１の一部 

２ 指定に係る特定有害物質の種類 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項の

基準に適合していない特定有害物質の名称 ふっ素及びその化合物 

 

 

 

◎群馬県告示第９６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課、群馬県渋川土木事務所及び群馬県

中之条土木事務所において一般の縦覧に供する。 

■ 告  示   
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  令和８年３月３１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

一般国道 ３５３号 渋川市渋川字関下１１９８
番の１地先から同市村上字
堀ノ内３２４０番の１地先
まで 

前 ８．６～８２．１ 
８．０～７４．０ 

１２８１９．７ 
１０９４８．３ 

後 １３．５～７４．０ １５２３９．７ 

 

 

 

◎群馬県告示第９７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課、群馬県渋川土木事務所及び群馬県

中之条土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月３１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 渋川東吾妻線 渋川市中村字中島５９９番
の２地先から吾妻郡東吾妻
町大字箱島字的場１１９８
番の１地先まで 

前 ７．９～８６．０ １２８０４．８ 

後 
７．９～８６．０ 
８．６～８２．１ 

８１６５．９ 
１５３０３．１ 

 

 

 

◎群馬県告示第９８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県沼田土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月３１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 渋川下新田線 利根郡みなかみ町下津字原
田３０４５番の２地先から
同郡同町上津字田中２３９
５番の１地先まで 

前 ７．６～１３．７ ６６８．６ 

後 １０．４～１６．２ ６６８．６ 
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◎群馬県告示第９９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県沼田土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月３１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 渋川下新田線 利根郡みなかみ町下津字原田３０４５番の２地先か
ら同郡同町上津字田中２３９５番の１地先まで 

令和８年３月３１日 

 

 

 

◎群馬県告示第１００号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県安中土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月３１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 吉井安中線 安中市大谷字新山１２３４
番の１地先から同市同字同
１２３５番の２地先まで 

前 １９．０～２４．８ ５７．２ 

後 １３．９～２２．０ ５７．２ 

 

 

 

◎群馬県告示第１０１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県沼田土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月３１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 小日向沼田線 利根郡みなかみ町上津字田
中２３９５番の１地先から
同郡同町下津字大改戸３５
８７番の１地先まで 

前 ７．６～１３．７ ７４５．７ 

後 １０．４～１６．２ ７４５．７ 
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◎群馬県告示第１０２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県沼田土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月３１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 小日向沼田線 利根郡みなかみ町上津字田中２３９５番の１地先か
ら同郡同町下津字大改戸３５８７番の１地先まで 

令和８年３月３１日 

 

 

 

◎群馬県告示第１０３号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県伊勢崎土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月３１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 香林羽黒線 伊勢崎市曲沢町７５０番の
１４地先から同市三和町３
４６５番の１地先まで 

前 ８．０～２８．８ ４３３９．８ 

後 ８．０～２８．８ 
１０．２～６５．０ 

４３３９．８ 
５０７１．１ 

 

 

 

◎群馬県告示第１０４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県館林土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月３１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 麦倉川俣停車 邑楽郡明和町斗合田１４０ 前 ９．１～１５．５ ４３４．３ 
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場線 番の８地先から同郡同町下
江黒５６０番の１１地先ま
で 

後 １１．１～１８．７ ４３４．３ 

 

 

 

◎群馬県告示第１０５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県館林土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月３１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 麦倉川俣停車場線 邑楽郡明和町斗合田１４０番の８地先から同郡同町
下江黒５６０番の１１地先まで 

令和８年３月３１日 

 

 

 

◎群馬県告示第１０６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和８年３月３１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 長野原倉渕線 高崎市倉渕町川浦字木ノ下６１０番の１地先から同
市同字桑本４４２番の１地先まで 

令和８年３月３１日 

 

 

 

◎群馬県告示第１０７号 

 特定都市河川浸水被害対策法施行令（平成１６年政令第１６８号）第９条第２項の規定により、令和５年群馬県

告示第３０７号で指定した特定都市河川流域における基準降雨を次のとおり定め、令和８年４月１日から施行する。 

 なお、特定都市河川流域における基準降雨の告示（令和５年群馬県告示第３０８号）は、令和８年３月３１日限

り廃止する。 

  令和８年３月３１日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

１ 基準降雨（太田市及び大泉町） 
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  降雨波形：中央集中型     ２４時間総雨量：２１１．４mm 

  生起確率：１０年に１度    最大降雨強度(１時間) ： ７１．５mm／ｈ 

                 最大降雨強度(１０分間)：１６７．５mm／ｈ 
 

時 分 
降雨強度 
(mm／ｈ) 

時 分 
降雨強度 
(mm／ｈ) 

時 分 
降雨強度 
(mm／ｈ) 

時 分 
降雨強度 
(mm／ｈ) 

0 0－10 2.60 6 0－10 4.44 12 0－10 84.70 18 0－10 4.30 

10－20 2.63 10－20 4.54 10－20 46.40 10－20 4.21 

20－30 2.66 20－30 4.64 20－30 32.85 20－30 4.13 

30－40 2.69 30－40 4.75 30－40 25.77 30－40 4.05 

40－50 2.72 40－50 4.87 40－50 21.37 40－50 3.97 

50－60 2.75 50－60 4.99 50－60 18.37 50－60 3.90 

1 0－10 2.78 7 0－10 5.12 13 0－10 16.17 19 0－10 3.83 

10－20 2.81 10－20 5.26 10－20 14.49 10－20 3.76 

20－30 2.85 20－30 5.41 20－30 13.16 20－30 3.70 

30－40 2.88 30－40 5.57 30－40 12.08 30－40 3.64 

40－50 2.92 40－50 5.74 40－50 11.18 40－50 3.58 

50－60 2.95 50－60 5.92 50－60 10.43 50－60 3.52 

2 0－10 2.99 8 0－10 6.12 14 0－10 9.78 20 0－10 3.47 

10－20 3.03 10－20 6.33 10－20 9.21 10－20 3.41 

20－30 3.07 20－30 6.56 20－30 8.72 20－30 3.36 

30－40 3.11 30－40 6.81 30－40 8.28 30－40 3.31 

40－50 3.15 40－50 7.08 40－50 7.89 40－50 3.26 

50－60 3.20 50－60 7.38 50－60 7.54 50－60 3.22 

3 0－10 3.24 9 0－10 7.71 15 0－10 7.23 21 0－10 3.17 

10－20 3.29 10－20 8.08 10－20 6.94 10－20 3.13 

20－30 3.34 20－30 8.49 20－30 6.68 20－30 3.09 

30－40 3.39 30－40 8.96 30－40 6.44 30－40 3.05 

40－50 3.44 40－50 9.49 40－50 6.22 40－50 3.01 

50－60 3.49 50－60 10.09 50－60 6.02 50－60 2.97 

4 0－10 3.55 10 0－10 10.79 16 0－10 5.83 22 0－10 2.93 

10－20 3.61 10－20 11.61 10－20 5.65 10－20 2.90 

20－30 3.67 20－30 12.60 20－30 5.49 20－30 2.86 

30－40 3.73 30－40 13.79 30－40 5.33 30－40 2.83 
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40－50 3.80 40－50 15.28 40－50 5.19 40－50 2.80 

50－60 3.86 50－60 17.19 50－60 5.06 50－60 2.76 

5 0－10 3.94 11 0－10 19.74 17 0－10 4.93 23 0－10 2.73 

10－20 4.01 10－20 23.34 10－20 4.81 10－20 2.70 

20－30 4.09 20－30 28.83 20－30 4.70 20－30 2.67 

30－40 4.17 30－40 38.35 30－40 4.59 30－40 2.64 

40－50 4.25 40－50 59.43 40－50 4.49 40－50 2.61 

50－60 4.34 50－60 167.53 50－60 4.39 50－60 2.59 

 

２ 基準降雨（千代田町） 

  降雨波形：中央集中型     ２４時間総雨量：１５３．２mm 

  生起確率：１０年に１度    最大降雨強度(１時間) ： ６２．９mm／ｈ 

                 最大降雨強度(１０分間)：１６８．６mm／ｈ 
 

時 分 
降雨強度 
(mm／ｈ) 

時 分 
降雨強度 
(mm／ｈ) 

時 分 
降雨強度 
(mm／ｈ) 

時 分 
降雨強度 
(mm／ｈ) 

0 0－10 1.56 6 0－10 2.74 12 0－10 72.64 18 0－10 2.65 

10－20 1.57 10－20 2.81 10－20 35.80 10－20 2.59 

20－30 1.59 20－30 2.88 20－30 24.15 20－30 2.54 

30－40 1.61 30－40 2.95 30－40 18.39 30－40 2.49 

40－50 1.63 40－50 3.03 40－50 14.95 40－50 2.44 

50－60 1.65 50－60 3.11 50－60 12.65 50－60 2.39 

1 0－10 1.67 7 0－10 3.19 13 0－10 11.01 19 0－10 2.35 

10－20 1.69 10－20 3.29 10－20 9.77 10－20 2.30 

20－30 1.71 20－30 3.39 20－30 8.80 20－30 2.26 

30－40 1.73 30－40 3.49 30－40 8.02 30－40 2.22 

40－50 1.76 40－50 3.61 40－50 7.37 40－50 2.18 

50－60 1.78 50－60 3.73 50－60 6.84 50－60 2.14 

2 0－10 1.80 8 0－10 3.86 14 0－10 6.38 20 0－10 2.11 

10－20 1.83 10－20 4.00 10－20 5.99 10－20 2.08 

20－30 1.85 20－30 4.16 20－30 5.64 20－30 2.04 

30－40 1.88 30－40 4.33 30－40 5.34 30－40 2.01 

40－50 1.91 40－50 4.51 40－50 5.07 40－50 1.98 

50－60 1.94 50－60 4.72 50－60 4.83 50－60 1.95 

3 0－10 1.96 9 0－10 4.95 15 0－10 4.61 21 0－10 1.92 
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10－20 1.99 10－20 5.20 10－20 4.42 10－20 1.89 

20－30 2.03 20－30 5.49 20－30 4.24 20－30 1.87 

30－40 2.06 30－40 5.81 30－40 4.08 30－40 1.84 

40－50 2.09 40－50 6.18 40－50 3.93 40－50 1.82 

50－60 2.13 50－60 6.60 50－60 3.79 50－60 1.79 

4 0－10 2.16 10 0－10 7.09 16 0－10 3.67 22 0－10 1.77 

10－20 2.20 10－20 7.68 10－20 3.55 10－20 1.74 

20－30 2.24 20－30 8.39 20－30 3.44 20－30 1.72 

30－40 2.28 30－40 9.25 30－40 3.34 30－40 1.70 

40－50 2.32 40－50 10.35 40－50 3.24 40－50 1.68 

50－60 2.37 50－60 11.77 50－60 3.15 50－60 1.66 

5 0－10 2.41 11 0－10 13.70 17 0－10 3.07 23 0－10 1.64 

10－20 2.46 10－20 16.48 10－20 2.99 10－20 1.62 

20－30 2.51 20－30 20.86 20－30 2.91 20－30 1.60 

30－40 2.57 30－40 28.78 30－40 2.84 30－40 1.58 

40－50 2.62 40－50 47.72 40－50 2.78 40－50 1.56 

50－60 2.68 50－60 168.59 50－60 2.71 50－60 1.55 

 
 

 

 

◎群馬県告示第１０８号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定により、吉岡都市計画事業を令和８年３月３１

日、次のとおり認可したので、同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

令和８年３月３１日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 １ 施行者の名称 吉岡町 

 ２ 都市計画事業の種類及び名称 吉岡都市計画公園事業 ４・３・１号 よしおか温泉公園 

 ３ 事業施行期間 令和８年３月３１日から令和１３年３月３１日まで 

 ４ 事業地 

(1) 収用の部分 群馬県北群馬郡吉岡町大字漆原字天神東地内 

(2) 使用の部分 なし 

 

 

 

 皆伐により母樹林としての機能が消失したことから、特用樹母樹林の指定を次のとおり解除する。 

  令和８年３月３１日 

■ 公  告 
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                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

指定 
番号 

樹種 所在場所 
本数 
(本) 

面積 
(ha) 

所有者住所 所有者氏名 指定年月日 

群特母
2-1 

こなら 利根郡利根村追貝上野
原１３００番地 

171 0.45 利根郡利根村
追貝７９番地 

星野和祐 平成３年１月７日 

群特母
54-2 

こなら 渋川市川島南大輪原２
０４５番地 

750 0.62 渋川市川島１
２１７番地 

浅見明 昭和５５年１月１７日 

 
 

 

 

農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４１条第１項の規定による農地を利用する権利の設定に関する裁定の申 

請があり、同条第２項において読み替えて準用する同法第３９条第１項の規定により農地を利用する権利を設定す 

る裁定をしたので、同法第４１条第３項の規定により、次のとおり公告する。 

    令和８年３月３１日 

群馬県知事 山 本 一 太   

１ 農地の所在等 

 
２ 農地を利用する権利の内容等 

 
３ 農地を利用する権利が設定された農地中間管理機構の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 
４ 補償金の支払の方法 

  上記２の農地を利用する権利の始期までに前橋地方法務局本局に補償金を供託する。 

５ その他 

  農地の所有者等は、前橋地方法務局本局において、供託された補償金の還付を請求することができる。 

 

 

 

農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４１条第１項の規定による農地を利用する権利の設定に関する裁定の申 

請があり、同条第２項において読み替えて準用する同法第３９条第１項の規定により農地を利用する権利を設定す 

る裁定をしたので、同法第４１条第３項の規定により、次のとおり公告する。 

所在・地番 地目 面積（㎡） 所有者等の情報 

渋川市赤城町北赤城山字赤城山 
１３番６２ 

畑 ６１１ （亡）金子稔 

内容 始期 存続期間 借賃に相当する補償金の額 

賃借権 令和８年５月１日 令和１８年４月３０日まで 
（１０年間） 

６１，１００円 
（年額１０，０００円／１０
ａ） 

農地を利用する権利が設定された者の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

公益財団法人群馬県農業公社 横室光良 前橋市総社町総社２３２６番地２ 
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    令和８年３月３１日 

群馬県知事 山 本 一 太   

１ 農地の所在等 

 
２ 農地を利用する権利の内容等 

 
３ 農地を利用する権利が設定された農地中間管理機構の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 
４ 補償金の支払の方法 

  上記２の農地を利用する権利の始期までに前橋地方法務局沼田支局に補償金を供託する。 

５ その他 

  農地の所有者等は、前橋地方法務局沼田支局において、供託された補償金の還付を請求することができる。 

 

 

 

農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４１条第１項の規定による農地を利用する権利の設定に関する裁定の申 

請があり、同条第２項において読み替えて準用する同法第３９条第１項の規定により農地を利用する権利を設定す 

る裁定をしたので、同法第４１条第３項の規定により、次のとおり公告する。 

    令和８年３月３１日 

群馬県知事 山 本 一 太   

１ 農地の所在等 

 
２ 農地を利用する権利の内容等 

 
３ 農地を利用する権利が設定された農地中間管理機構の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

所在・地番 地目 面積（㎡） 所有者等の情報 

昭和村大字川額字赤城山３９２１
番 

畑 １，４０８ （亡）山口四重五郎 

内容 始期 存続期間 借賃に相当する補償金の額 

賃借権 令和８年５月１日 令和１８年４月３０日まで 
（１０年間） 

９０，８５０円 
（年額６，４５３円／１０ａ） 

農地を利用する権利が設定された者の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

公益財団法人群馬県農業公社 横室光良 前橋市総社町総社２３２６番地２ 

所在・地番 地目 面積（㎡） 所有者等の情報 

昭和村大字川額字赤城山３９８１
番 

畑 ９９１ （亡）藤川彌喜千 

昭和村大字川額字赤城山３９９５
番 

畑 ９９１ （亡）金子稔 

内容 始期 存続期間 借賃に相当する補償金の額 

賃借権 令和８年５月１日 令和１８年４月３０日まで 
（１０年間） 

１２７，８８０円 
（年額６，４５３円／１０ａ） 
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４ 補償金の支払の方法 

  上記２の農地を利用する権利の始期までに前橋地方法務局沼田支局に補償金を供託する。 

５ その他 

  農地の所有者等は、前橋地方法務局沼田支局において、供託された補償金の還付を請求することができる。 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第１項の規定により、吉岡都市計画公園の決定の図書の写し

の送付を受けたので、同条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

   令和８年３月３１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 吉岡都市計画公園 (1) ３・３・１号 下八幡はるかぜ公園 (2) ４・３・１号 

よしおか温泉公園 

２  都市計画の決定年月日 令和８年３月１７日  

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課及び吉岡町建設課 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

吉岡都市計画道路の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第

２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。 

   令和８年３月３１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 吉岡都市計画道路 (1) ３・４・６号 溝祭北下線 (2) ３・４・５号 宮田大藪

線 (3) ３・５・１２号 池端南下線 (4) ３・６・１３号 大久保南下線 

２  都市計画の変更年月日 令和８年３月１７日 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課及び吉岡町建設課 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和８年３月３１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 安中市安中二丁目字町北２９２６－１、２９２ 安中市安中一丁目２３番１３号 

農地を利用する権利が設定された者の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

公益財団法人群馬県農業公社 横室光良 前橋市総社町総社２３２６番地２ 
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６－４、２９４６－３、２９４６－４、２９５
０－２、字地尻２５１９－５ 

安中市長 岩井均 

 
 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第３１号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１８９条第１項の規定により提出された令和６年１０月２７日執行

の衆議院小選挙区選出議員選挙における各候補者の選挙運動費用収支報告書について、候補者長谷川嘉一の出納責

任者木村和子から訂正の報告があったので、選挙運動費用収支報告書の要旨（令和７年群馬県選挙管理委員会告示

第３１号）の一部を次のとおり訂正する。 

  令和８年３月３１日 

群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

 次の表により、訂正前欄に掲げる要旨の下線を付した部分をこれに順次対応する訂正後欄に掲げる要旨の下線を

付した部分のように改める。 
 

訂正後 訂正前 

候補者長谷川嘉一の第１・２回報告分の支出 

支 出 

 （略） 

 広告費                    804,323 円 

 （略） 

今回計                    5,088,905 円 

総 計                   5,088,905 円 

候補者長谷川嘉一の第１・２回報告分の支出 

支 出 

 （同左） 

 広告費                589,919 円 

 （同左） 

今回計                4,874,501 円 

総 計                    4,874,501 円 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第３２号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１８９条第１項の規定により提出された令和７年７月２０日執行の

参議院選挙区選出議員選挙における各候補者の選挙運動費用収支報告書について、候補者井田雅彦の出納責任者井

田雅彦から訂正の報告があったので、選挙運動費用収支報告書の要旨（令和７年群馬県選挙管理委員会告示第７９

号）の一部を次のとおり訂正する。 

  令和８年３月３１日 

群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

 次の表により、訂正前欄に掲げる要旨の下線を付した部分をこれに順次対応する訂正後欄に掲げる要旨の下線を

付した部分のように改める。 
 

訂正後 訂正前 

候補者井田雅彦の第１回報告分の収入 候補者井田雅彦の第１回報告分の収入 

■ 選挙管理委員会告示 
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収 入 

 主たる寄附 

 （氏名・団体名） （職業） （寄附額） 

 井田雅彦後援会         3,000,000 円 

 その他の収入           302,438 円 

今回計                   3,302,438 円 

総 計                  3,302,438 円 

収 入 

  

 

 

 その他の収入           302,438 円 

今回計                    302,438 円 

総 計                   302,438 円 
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群
馬
県
議
会
訓
令
甲
第
二
号 

議
会
事
務
局 

 
 

 

 

群
馬
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

群
馬
県
議
会
議
長 

井 

下 

泰 

伸 
 

 

群
馬
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令 

 

群
馬
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
令
和
五
年
群
馬
県
議
会

訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
十
六
号
中
「
第
十
二
条
第
三
項
の
被
保
険
者
証
の
番
号
及
び
保
険
者
番
号
」
を
「
第
二

百
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
番
号
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                       

                  

■ 

議
会
訓
令 
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